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○特定調達契約に係る一般競争入札の公告 

さいたま市公告（調達）第８９号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。

令和４年８月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

一般エックス線撮影装置デジタルシステム

⑵ 納入場所

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院

⑶ 数量・特質等

入札説明書のとおり

⑷ 納入期限

令和５年４月３０日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 令和４年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、種目「医療・衛生・福祉器材」内の営業種目「医療福祉器材」の資格を有すると認められ

た者であること。なお、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下

「名簿」という。）に同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。

名簿に登載のない者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管

理部契約課に所定の様式により、令和４年８月１５日（月）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑹ 本入札の公告日において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律（昭和３５年法律第１４５号）に基づく高度管理医療機器等販売業の許可を受けた者であるこ

と。 
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⑺ 令和２年４月１日以降に、当該物品と同等の物品納入若しくは製造実績があることを証明でき

る者又は当該物品に係る製造者若しくは販売代理店等の出荷引受証明を受けている者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院財務課 

担当 調達係 電話 ０４８（８７３）４２７４ 

⑵ 交付期間

公告の日から令和４年８月２２日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前８時３０

分から午後５時１５分まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和４年９月１日（木）午前８時３０分から午後５時１５分まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切
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り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和４年９月１２日（月）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３６－８５２２ さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病

院経営部病院財務課調達係

⑶ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和４年９月１４日（水）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院３階会議室１

⑷ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑸ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和４年９月１４日（水）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑶イに同じ

⑹ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑺ 入札の無効

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院財務課 

電話 ０４８（８７３）４２７４ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否
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８ その他

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院財務課及びホームページにおい

て閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Contract for tender: 

Digital radiography system equipment, general radiography 

⑵ Date and time of tender: 

September 14, 2022, 10:00 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

Hospital Finance Division, Department of Hospital Administration, City Hospital, 

Health and Welfare Bureau, Saitama City 

2460 Mimuro, Midori Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 336-8522, Japan 

Tel: 048-873-4274 

○特定調達契約の落札者等の公示 

さいたま市公告（調達）第９０号 

次のとおり落札者等について公示します。 

令和４年８月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

「掲載事項」 

①案件番号 ②物品等又は特定役務の名称及び数量 ③契約に関する事務を担当する組織の名称及び

所在地 ④落札者又は随意契約の相手方を決定した日 ⑤落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住

所（法人の場合はその名称及び所在地） ⑥落札金額又は随意契約に係る契約金額 ⑦契約の相手方

を決定した手続 ⑧公告又は公示をした日 ⑨随意契約によることとした理由 
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①９０－１ ②さいたま市コンビニ交付システム賃貸借 一式 ③さいたま市都市戦略本部デジタル

改革推進部 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和４年６月２９日 ⑤株式会社ＪＥＣＣ本社 

専務取締役  依田茂 東京都千代田区丸の内３－４－１ ⑥１，８６５，６００円（月額） ⑦一般

競争入札 ⑧令和４年５月１６日さいたま市公告（調達）第６０号 

①９０－２ ②さいたま市庶務事務システムサーバ機器等賃貸借 ③さいたま市総務局人事部人事課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和４年６月３日 ⑤株式会社ＪＥＣＣ本社 専務取締役 依

田茂 東京都千代田区丸の内３－４－１ ⑥５，１３１，５００円（月額） ⑦一般競争入札 ⑧令

和４年４月１５日さいたま市公告（調達）第４１号  

①９０－３  ②さいたま市情報端末等ソフトウェアライセンス 一式 ③さいたま市財政局契約管理

部調達課 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和４年６月 1 日 ⑤株式会社大塚商会ＬＡ事業部

北関東ＬＡ販売課 課長 小堀保夫 さいたま市中央区上落合８－１－１９ ⑥１３５，５８２，７

００円 ⑦一般競争入札 ⑧令和４年４月１５日さいたま市公告（調達）第４２号 

①９０－４ ②小型水槽付消防ポンプ自動車 ３台 ③さいたま市財政局契約管理部調達課 さいた

ま市浦和区常盤６－４－４ ④令和４年６月１日 ⑤株式会社モリタ東京支店 支店長 山北忠司 

東京都港区芝５－３６－７ 三田ベルジュビル１９階 ⑥１５３，４５０，０００円 ⑦一般競争入

札 ⑧令和４年４月１５日さいたま市公告（調達）第４３号

①９０－５ ②救助工作車Ⅱ型 １台 ③さいたま市財政局契約管理部調達課 さいたま市浦和区常

盤６－４－４ ④令和４年６月１日 ⑤帝商株式会社埼玉営業所 営業所長 伊藤昌弘 さいたま市

浦和区仲町２－５－１ ロイヤルパインズホテル浦和Ｂ１階 ⑥１５８，２９０，０００円 ⑦一般

競争入札 ⑧令和４年４月１５日さいたま市公告（調達）第４４号 

①９０－６ ②先端屈折式はしご付消防自動車（３０ｍ級） １台 ③さいたま市財政局契約管理部

調達課 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和４年６月１日 ⑤帝國纎維株式会社 代表取締役 

桝谷徹 東京都中央区日本橋２－５－１ ⑥１７６，０００，０００円 ⑦一般競争入札 ⑧令和４

年４月１５日さいたま市公告（調達）第４５号 

①９０－７ ②救急自動車 ３台 ③さいたま市財政局契約管理部調達課 さいたま市浦和区常盤６

－４－４ ④令和４年６月１日 ⑤埼玉トヨタ自動車株式会社 代表取締役 嶋田光剛 さいたま市

中央区下落合６－１－１８ ⑥１０７，５８０，０００円 ⑦一般競争入札 ⑧令和４年４月１５日

さいたま市公告（調達）第４６号 

①９０－８ ②消防ポンプ自動車 １台 ③さいたま市財政局契約管理部調達課 さいたま市浦和区

常盤６－４－４ ④令和４年６月１日 ⑤株式会社モリタ東京支店 支店長 山北忠司 東京都港区

芝５－３６－７ 三田ベルジュビル１９階 ⑥４２，９００，０００円 ⑦一般競争入札 ⑧令和４

年４月１５日さいたま市公告（調達）第４７号 
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①９０－９ ②⑴塵芥収集機械車２ｔ積載 ３台 ⑵塵芥収集機械車３ｔシャーシー（プレス式・強

制排出車） ４台 ⑶塵芥収集機械車３ｔシャーシー（回転板式・ダンプ排出車） ４台 ⑷パワー

ゲート付きハイブリッドダンプ２ｔ積載 ４台 ③さいたま市財政局契約管理部調達課 さいたま市

浦和区常盤６－４－４ ④令和４年６月１日 ⑤新明和工業株式会社特装車事業部営業本部関東支店 

支店長 板村彰 さいたま市北区吉野町１－２０－２ ⑥⑴３２，２４１，０００円 ⑵４３，３４

０，０００円 ⑶４２，２８４，０００円 ⑷３４，５４０，０００円 ⑦一般競争入札 ⑧令和４

年４月１５日さいたま市公告（調達）第４８号 

①９０－１０ ②さいたま市宇宙劇場プラネタリウムシステム機器等賃貸借 一式 ③さいたま市教

育委員会事務局生涯学習部青少年宇宙科学館 さいたま市浦和区駒場２－３－４５ ④令和４年６月

２３日 ⑤ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社関東支店 支店長 森山仁 さいたま市大宮区桜木町１－９

－６ 大宮センタービル ⑥ １，８３２，６００円（月額） ⑦一般競争入札 ⑧令和４年５月２

日さいたま市公告（調達）第５７号

①９０－１１ ②さいたま市青少年宇宙科学館プラネタリウムシステム機器等賃貸借 一式 ③さい

たま市教育委員会事務局生涯学習部青少年宇宙科学館 さいたま市浦和区駒場２－３－４５ ④令和

４年６月２３日 ⑤ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社関東支店 支店長 森山仁 さいたま市大宮区桜木

町１－９－６ 大宮センタービル ⑥ １，１１１，０００円（月額） ⑦一般競争入札 ⑧令和４

年５月２日さいたま市公告（調達）第５８号

○一般競争入札の告示 

さいたま市告示第１１５７号 

次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」

という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和４年７月２８日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名（物品の購入） 

さいたま市立大宮国際中等教育学校共用部等什器備品一式 

⑵ 納入場所 

さいたま市大宮区三橋４－９６ さいたま市立大宮国際中等教育学校 

 ⑶ 特質等 

入札説明書のとおり 

⑷ 納入期限 

 令和５年３月２２日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 
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⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「事務用品・什器」内の営業種目「鋼製什器」又は「木製什器」

で登載され、かつ、市内に本店を有している者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和４年８月１５日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
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持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和４年８月２２日（月）及び令和４年８月２３日（火）午前９時から午後５時まで。なお、

交付日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞

退したものとみなす。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 

⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

    令和４年９月１２日（月）午後２時００分 

  イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和４年９月１２日（月）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 
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⑺ 問合せ先 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

８ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

９ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第１１４６号 

さいたま市法人市民税封入封緘業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。

令和４年７月２５日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市法人市民税封入封緘業務

⑵ 履行場所

さいたま市大宮区吉敷町１－１２４－１外

⑶ 業務概要

仕様書のとおり

⑷ 履行期間

令和４年８月２９日から令和５年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以

下「名簿」という。）に業務「電算」又は「文書管理」の受注希望業務「封入封緘」で登載されて

いる者であること。

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者
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⑶  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。

⑸  入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。

⑹  一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）付

与認定又は情報セキュリティマネジメントシステム認定基準ＪＩＳＱ２７００１（ＩＳＯ／ＩＥ

Ｃ２７００１）の認定を受けている者であること。

⑺ 本入札の告示日を起算日として過去２年の間に、国（独立行政法人を含む。）又は人口３０万人

以上の地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上締結し、かつ、これらを

全て誠実に履行した実績を有する者であること。

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書、仕様書等を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部市民税課 

担当 市民税システム係 電話 ０４８（８２９）１１９８ 

⑵ 交付期間

告示の日から令和４年８月８日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

⑶ 交付方法

ＣＤ－ＲＯＭ

⑷ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参
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５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付方法

全て郵送とする。

⑵ 交付日

令和４年８月１５日（月）までに交付するものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

総価で行う。入札金額は、各業務の単価を予定数量で乗じた総合計金額を記入し、内訳を記載

した内訳書を入札書に添付すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及

び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０

分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

⑵ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和４年８月１９日（金）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第７会議室

⑶ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑷ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和４年８月１９日（金）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑵イに同じ

⑸ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑹ 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部税制課

電話 ０４８（８２９）１１６０ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６

⑻ 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部市民税課

電話 ０４８（８２９）１１９８ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６

７ 契約手続等
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 ⑴ 契約形態

   複数単価契約とする。なお、詳細は入札説明書による。

⑵ 契約保証金

契約金額（支払限度額）の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則

第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑶ 契約書作成の要否

要

⑷ 議決の要否

否

８ その他

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。

⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てるこ

とはできない。

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局税務部市民税課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第１１６４号 

さいたま市桜環境センターアルミプレス売却外５件について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づ

き公告する。 

令和４年７月２８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

ア さいたま市桜環境センターアルミプレス売却

イ さいたま市東部環境センターアルミプレス売却

ウ さいたま市内民間中間処理施設アルミプレス売却

エ さいたま市桜環境センタースチールプレス売却

オ さいたま市東部環境センタースチールプレス売却

カ さいたま市内民間中間処理施設スチールプレス売却

⑵ 履行場所

ア １⑴ア及びエの売却 さいたま市桜区新開４－２－１ さいたま市桜環境センター

イ １⑴イ及びオの売却 さいたま市見沼区大字膝子６２６－１ さいたま市東部環境センター

ウ １⑴ウ及びカの売却 さいたま市浦和区大原５－１２－１ 有限会社太盛リサイクルセンタ

ー

⑶ 業務概要

仕様書のとおり

⑷ 履行期間



14 

 令和４年１０月１日から令和５年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「物品の修理及び不用品の買受」内の営業種目「不用品買受」で

 登載されている者であること。

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立てがなさ

れている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定及び更生計画の認可がなされている者は、

この限りでない。 

⑸ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申立てがなさ

れている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定及び再生計画の認可がなされている者は、

この限りでない。 

⑹ アルミプレス又はスチールプレスの売却について、さいたま市又は過去３年間（令和元年８月

２７日から令和４年８月２６日まで）に他市町村で実績を有する者であること。 

なお、実績とは、アルミプレス又はスチールプレスの売却に際し、さいたま市又は他市町村に

おいて入札又は見積合わせに参加したことをいう。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 

さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/001/p040418.html

⑵ 交付期間 

告示の日から令和４年８月２６日（金）まで 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、競争入札に付する件名ごとに入札参加申込及び入札参加資格の確

認審査（以下「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であ

っても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
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⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

告示の日から令和４年８月２６日（金）まで（持参の場合は、さいたま市の休日を定める条例

（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時

までとし、郵送の場合は、受付期間内必着とする。） 

⑶ 受付場所 

ア 〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市環境局資源循環推進部

廃棄物対策課 

担当 高畑 電話 ０４８（８２９）１３３６ 

イ 〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市環境局施設部環境施設

管理課 

担当 小川 電話 ０４８（８２９）１３４３ 

⑷ 提出方法 

持参又は郵送（書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。） 

５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札に付する件名ごとに一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付する

ものとする。 

⑴ 交付方法 

全て郵送とする。 

⑵ 交付日 

令和４年９月６日（火）までに交付するものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

競争入札に付する件名ごとに単価で行う。入札金額は、売却物品１ｋｇ当たりの金額を入札書

に記載することとし、当該金額は、１円未満について、小数点以下第２位までとする。なお、落

札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算

した金額（当該金額に小数点以下第２位未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

(ア) １⑴アの売却 令和４年９月８日（木）午前１０時００分

(イ) １⑴イの売却 令和４年９月８日（木）午前１０時２０分

(ウ) １⑴ウの売却 令和４年９月８日（木）午前１０時４０分 

(エ) １⑴エの売却 令和４年９月８日（木）午前１１時００分

(オ) １⑴オの売却 令和４年９月８日（木）午前１１時２０分
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(カ) １⑴カの売却 令和４年９月８日（木）午前１１時４０分

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下１階第１会議室

⑶ 入札保証金 

競争入札に付する件名ごとの見積もった金額に仕様書で定める予定数量を乗じた額の１００分

の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）

第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和４年９月８日（木）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格を超え最高

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

なお、初度入札において落札者がいないときは、初度入札の開札結果発表後、当該入札場所に

おいて直ちに再度入札を行う。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 複数落札の禁止 

この告示に係る入札のうち、１⑴ア、イ及びウのアルミプレス売却は、一抜け方式とする。落

札者（契約者となる者）となった者は、その後行われる他のアルミプレス売却の入札への参加を

辞退するものとし、辞退届を提出すること。１⑴エ、オ及びカのスチールプレス売却においても

同様とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 

ア １⑴ア、ウ、エ及びカの売却 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市環境局資源循環推進部廃棄物対策課 

電話 ０４８（８２９）１３３６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９１ 

イ １⑴イ及びオの売却 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市環境局施設部環境施設管理課 

電話 ０４８（８２９）１３４３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９１ 

⑼ 業務を担当する課 

ア １⑴ア及びエの売却 

  ６⑻イに同じ 

イ １⑴イ及びオの売却 

さいたま市見沼区大字膝子６２６－１ さいたま市環境局施設部東部環境センター 

電話 ０４８（６８４）３８０２ ＦＡＸ ０４８（６８６）０４６６ 

ウ １⑴ウ及びカの売却 

６⑻アに同じ 
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７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

落札者となった件名ごとの契約金額に仕様書で定める予定数量を乗じた額の１００分の１０以

上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

８ その他 

⑴ 本契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 契約条項等は、さいたま市環境局資源循環推進部廃棄物対策課及びホームページにおいて閲覧

できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑶ 詳細は、入札説明書による。

○公募型プロポーザル方式の手続の開始 

さいたま市告示第１１２９号

さいたま市新庁舎整備等基本計画策定支援業務について、次のとおり、当該業務に関する企画提案

書の提出を招請します。 

令和４年７月２１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 企画提案書の招請に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市新庁舎整備等基本計画策定支援業務 

⑵ 履行場所 

さいたま市大宮区北袋町１－６０３－１外 

⑶ 業務概要 

令和３年度に策定した「新庁舎整備等基本構想」を踏まえ、さいたま市の新庁舎整備等基本計

画の策定に向け、本庁舎の機能、規模等について検討を行い、基本設計に必要な諸条件を整理す

る。 

⑷ 履行期間 

契約締結の日から令和６年３月２９日まで 

⑸ 事業費限度額 

本プロポーザルの予算上限額は２８，９４１，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）とす

る。 

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項 

企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たさなければならない。 

⑴ 特定共同企業体の場合 
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次のア～エの全ての要件を満たす構成員（イは代表構成員のみ）により結成されたものとし、

その結成方法は、オによるものとする。 

ア 本告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「名簿」とい

う。）に登載されていること。なお、代表構成員は名簿（設計・調査・測量）に業務「建築関連

コンサルタント」又は「建設コンサルタント」で登載されていること。 

イ 平成１４年度以降に、都道府県、市町村又は特別区の庁舎施設整備に係る基本計画策定業務

（改修のみを除く。）を受託し、適切に履行を完了した実績を有する者であること。 

ウ 次のいずれにも該当しない者であること。 

（ア） 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続きの開始の決

定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７条）第３２号第１項各号に掲げる者 

（イ） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さい

たま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

（ウ） 中小企業組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並びに

中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく共同組合にあって

は、その組合員が、共同企業体の構成員、単体企業の別を問わず、本件に参加していないこ

と 

エ 本告示日から最優秀提案者特定の日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札

参加停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結

する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除

外の措置を受けている期間がない者であること。 

  オ 特定共同企業体の結成方法は、２者又は３者による自主結成とし、特定共同企業体協定書を 

締結していなければならない。また、次に掲げる要件を満たしていなければならない。 

（ア） 構成員の出資比率は、次のとおりとすること。 

  a ２者の場合 ３０パーセント以上 

     b  ３者の場合 ２０パーセント以上 

（イ） 代表構成員の出資比率は、構成員中最大とすること。 

（ウ）  構成員は、本プロポーザルに係る他の特定共同企業体の構成員以外で構成すること。 

⑵ 単体企業の場合 

２⑴ア～エに掲げる代表構成員の要件を全て満たしている者（本プロポーザルに係る特定共同

企業体の構成員として本プロポーザルに参加している者を除く。）であること。 

３ 企画提案に係る招請説明書の交付 

企画提案書の提出を希望する者に対し、企画提案に係る招請説明書を交付する。 

⑴ 交付方法 

さいたま市ホームページからダウンロード（以下「ホームページ」とはこのアドレスをいう。） 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p090068.html 

⑵ 交付期間 

本告示日から令和４年８月１０日（水）まで 

４ 質問の受付及び回答 
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  企画提案書の提出を希望する者は、企画提案に関する事項について、次のとおり質問することが

できる。なお、電子メール送信後、速やかに電話にて到達確認を行うこと。 

⑴ 受付期間 

本告示日から令和４年８月５日（金）午後４時まで 

⑵ 受付方法 

   電子メール（詳細は企画提案に係る招請説明書による。） 

   メールアドレス toshi-keiei@city.saitama.lg.jp

  ⑶ 到達確認先 

   電話 ０４８（８２９）１０３３ 

 ⑷ 質問に対する回答予定日 

   令和４年８月１０日（水）までに行う。 

 ⑸ 回答方法 

   さいたま市ホームページ上に、質問及び回答を公表する。   

５ 参加表明手続き 

  企画提案書の提出を希望する者は、次のとおり参加意思表明の手続きを行い、参加資格の確認審

査を受けること。 

⑴ 提出書類 

ア 単体企業の場合 

（ア） プロポーザル参加表明書兼資格確認審査申請書 

（イ） ２⑴イの実績を証する書類（契約書の写し及び完了を証明する書類等の写し） 

    イ 特定共同企業体の場合 

（ア） 共同企業体プロポーザル参加表明書兼資格確認審査申請書 

（イ） 共同企業体協定書 

（ウ） 共同企業体協定書第８条に基づく協定書 

（エ） 委任状 

（オ） ２⑴イの実績を証する書類（契約書の写し及び完了を証明する書類等の写し） 

⑵ 受付期間 

    本告示日から令和４年８月２３日（火）まで（持参の場合は、さいたま市の休日を定める条例

（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除

く午前９時から午後４時までとし、郵送の場合は、受付期間内必着とする。） 

⑶ 受付場所 

〒３３０－９５８８  さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦

略部企画・ＳＤＧｓ推進担当 

⑷ 提出方法 

持参又は郵送（簡易書留郵便に限る。） 

 ⑸ 参加資格の確認   

   参加資格確認終了後、令和４年８月２６日（金）を目途に、参加資格確認通知書を参加表明書

に記載された連絡先に郵送する。 

６ 企画提案書等の提出 
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⑴ 提出書類  

企画提案に係る招請説明書の「８ 企画提案書等の提出」に定める書類について、それぞれ原

本１部、副本６部（複写可）を提出すること。 

⑵ 受付期間  

令和４年８月２９日（月）から令和４年９月１３日（火）まで（持参の場合は、休日を除く午

前９時から午後４時までとし、郵送の場合は、受付期間内必着とする。） 

⑶ 受付場所 

５⑶に同じ 

⑷ 提出方法 

持参又は郵送（簡易書留郵便に限る。） 

⑸ 無効となる企画提案書 

次の企画提案書は、無効とする。 

ア ２に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

イ 企画提案書に虚偽の記載をしたとき。 

ウ 審査の公平性を害する行為を行ったとき。 

エ １⑸に示す額を上回る額を見積書に記載したとき。 

オ 企画提案に係る招請説明書に示す各評価項目・評価基準（見積価格を除く。）の提案が記載さ

れていないとき。 

カ プレゼンテーションに参加しなかったとき。 

７ 業者決定の方法  

業者決定は、事業者選定委員会による書類審査を実施し委託業者を選定する。 

業者決定に当たっての審査方法等は、企画提案に係る招請説明書を参照すること。 

８ プレゼンテーション 

  参加資格確認通知書により、参加資格を有すると認められた者は、令和４年９月２７日（火）以

降に実施を予定する事業者選定委員会において、企画提案書を補完する説明（プレゼンテーション）

を行うこと。なお、時間、場所等の詳細については、後日通知する。 

９ 本招請に関する事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部 

電話 ０４８（８２９）１０３３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７ 

１０ その他 

⑴ この企画提案書の招請手続に係る一切の経費は、提案者の負担とする。 

⑵ 提出された企画提案書等は、返却しない。 

⑶ 詳細は、企画提案に係る招請説明書による。 

さいたま市告示第１１３０号

さいたま市新庁舎整備等に係る民間市場調査業務について、次のとおり、当該業務に関する企画提

案書の提出を招請します。 

令和４年７月２１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
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１ 企画提案書の招請に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市新庁舎整備等に係る民間市場調査業務 

⑵ 履行場所 

さいたま市大宮区北袋町１－６０３－１外 

⑶ 業務概要 

本業務は、さいたま市の新庁舎整備等における民間活力の導入可能性並びに民間機能との複合

化について調査研究を行い、事業手法を検討する。 

⑷ 履行期間 

契約締結の日から令和６年３月２９日まで 

⑸ 事業費限度額 

本プロポーザルの予算上限額は１０，４１７，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）とす

る。 

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項 

企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たさなければならない。 

 ⑴ 特定共同企業体の場合 

次のア～エの全ての要件を満たす構成員（イは代表構成員のみ）により結成されたものとし、

その結成方法は、オによるものとする。 

ア 本告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（以下、「名簿」とい

う。）に登載されていること。なお、代表構成員は次のいずれかの業務で登録されていること。 

（ア） 名簿（設計・調査・測量）に業務「建築関連コンサルタント」又は「建設コンサルタント」 

（イ） 名簿（業務委託）に業務「検査・測定・調査」又は「計画策定」 

イ 平成２４年度以降に、公共事業（建築物）に係る民間市場調査業務を受託し、適切に履行を

完了した実績を有する者であること。 

ウ 次のいずれにも該当しない者であること。 

（ア） 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続きの開始の決

定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７条）第３２号第１項各号に掲げる者 

（イ） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さい

たま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

（ウ） 中小企業組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並びに

中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく共同組合にあって

は、その組合員が、共同企業体の構成員、単体企業の別を問わず、本件に参加していないこ

と 

  エ 本告示日から最優秀提案者特定の日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札

参加停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結

する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除

外の措置を受けている期間がない者であること。 

  オ 特定共同企業体の結成方法は、２者又は３者による自主結成とし、特定共同企業体協定書を 
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締結していなければならない。また、次に掲げる要件を満たしていなければならない。 

（ア）  構成員の出資比率は、次のとおりとすること。 

 a ２者の場合 ３０パーセント以上 

    b  ３者の場合 ２０パーセント以上 

（イ） 代表構成員の出資比率は、構成員中最大とすること。 

（ウ） 構成員は、本プロポーザルに係る他の特定共同企業体の構成員以外で構成すること。 

⑵ 単体企業の場合 

２⑴ア～エに掲げる代表構成員の要件を全て満たしている者（本プロポーザルに係る特定共同

企業体の構成員として本プロポーザルに参加している者を除く。）であること。 

３ 企画提案に係る招請説明書の交付 

企画提案書の提出を希望する者に対し、企画提案に係る招請説明書を交付する。 

⑴ 交付方法 

さいたま市ホームページからダウンロード（以下「ホームページ」とはこのアドレスをいう。） 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p090079.html 

⑵ 交付期間 

本告示日から令和４年８月１０日（水）まで 

４ 質問の受付及び回答 

  企画提案書の提出を希望する者は、企画提案に関する事項について、次のとおり質問することが

できる。なお、電子メール送信後、速やかに電話にて到達確認を行うこと。 

⑴ 受付期間 

本告示日から令和４年８月５日（金）午後４時まで 

⑵ 受付方法 

   電子メール（詳細は企画提案に係る招請説明書による。） 

   メールアドレス toshi-keiei@city.saitama.lg.jp

  ⑶ 到達確認先 

   電話 ０４８（８２９）１０３３ 

 ⑷ 質問に対する回答予定日 

   令和４年８月１０日（水）までに行う。 

 ⑸ 回答方法 

   さいたま市ホームページ上に、質問及び回答を公表する。

５ 参加表明手続き 

  企画提案書の提出を希望する者は、次のとおり参加意思表明の手続きを行い、参加資格の確認審

査を受けること。 

⑴ 提出書類 

ア 単体企業の場合 

（ア） プロポーザル参加表明書兼資格確認審査申請書 

（イ） ２⑴イの実績を証する書類（契約書の写し及び完了を証明する書類等の写し） 

    イ 特定共同企業体の場合 

（ア） 共同企業体プロポーザル参加表明書兼資格確認審査申請書 



23 

（イ） 共同企業体協定書 

（ウ） 共同企業体協定書第８条に基づく協定書 

（エ） 委任状 

（オ） ２⑴イの実績を証する書類（契約書の写し及び完了を証明する書類等の写し） 

⑵ 受付期間 

    本告示日から令和４年８月２３日（火）まで（持参の場合は、さいたま市の休日を定める条例

（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除

く午前９時から午後４時までとし、郵送の場合は、受付期間内必着とする。） 

⑶ 受付場所 

〒３３０－９５８８  さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦

略部企画・ＳＤＧｓ推進担当 

⑷ 提出方法 

持参又は郵送（簡易書留郵便に限る。） 

⑸ 参加資格の確認 

   参加資格確認終了後、令和４年８月２６日（金）を目途に、参加資格確認通知書を参加表明書

に記載された連絡先に郵送する。 

６ 企画提案書等の提出 

⑴ 提出書類  

企画提案に係る招請説明書の「８ 企画提案書等の提出」に定める書類について、それぞれ原

本１部、副本５部（複写可）を提出すること。 

⑵ 受付期間  

令和４年８月２９日（月）から令和４年９月１３日（火）まで（持参の場合は、休日を除く午

前９時から午後４時までとし、郵送の場合は、受付期間内必着とする。） 

⑶ 受付場所 

５⑶に同じ 

⑷ 提出方法 

持参又は郵送（簡易書留郵便に限る。） 

⑸ 無効となる企画提案書  

次の企画提案書は、無効とする。 

ア ２に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

イ 企画提案書に虚偽の記載をしたとき。 

ウ 審査の公平性を害する行為を行ったとき。 

エ １⑸に示す額を上回る額を見積書に記載したとき。 

オ 企画提案に係る招請説明書に示す各評価項目・評価基準（見積価格を除く。）の提案が記載さ

れていないとき。 

カ プレゼンテーションに参加しなかったとき。 

７ 業者決定の方法  

業者決定は、事業者選定委員会による書類審査を実施し委託業者を選定する。 

業者決定に当たっての審査方法等は、企画提案に係る招請説明書を参照すること。 
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８ プレゼンテーション 

  参加資格確認通知書により、参加資格を有すると認められた者は、令和４年９月２７日（火）以

降に実施を予定する事業者選定委員会において、企画提案書を補完する説明（プレゼンテーション）

を行うこと。なお、時間、場所等の詳細については、後日通知する。 

９ 本招請に関する事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部 

電話 ０４８（８２９）１０３３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７ 

１０ その他 

⑴ この企画提案書の招請手続に係る一切の経費は、提案者の負担とする。 

⑵ 提出された企画提案書等は、返却しない。 

⑶ 詳細は、企画提案に係る招請説明書による。 

○競争入札参加資格関連の告示

さいたま市告示第１１４９号 

令和４年度に実施する市庁舎等における自動販売機等設置場所の貸付事業について、応募に必要な

資格を定めたので、次のとおり公示する。 

令和４年７月２５日 

さいたま市長 清 水 勇 人  

１ 用語の定義 

この告示において業者登録とは貸付契約を希望する事業者をさいたま市自動販売機設置業者登録

名簿（以下「登録名簿」という。）に登載することをいう。 

２ 登録業務 

飲料、アイス類の自動販売機又は自動証明写真機の設置、管理及び販売の業務 

３ 業者登録の資格 

業者登録の資格を有する者は、次の各号を満たす者とする。 

⑴ 市内の個人事業者又は県内に本店、支店若しくは営業所を有する法人事業者であること。ただ

し、アイス類の自動販売機若しくは自動証明写真機の設置等を行う事業者の場合又は自動販売機

の設置場所が市外の場合は、この限りではない。 

⑵ 自動販売機の設置、管理等の業務を自ら行い、かつ、同種の契約等を過去２年の間に２回以上

全て誠実に履行した個人又は法人であること。 

⑶ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当する者及

び第２項の規定によりさいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

イ 県税又は市税に滞納がある者。ただし、アイス類の自動販売機若しくは自動証明写真機の設

置等を行う事業者の場合又は公募による自動販売機の設置場所が市外の場合で、市外の個人事

業者又は県外の法人事業者が申請を行う場合は、当該事業者所在地の都道府県税又は市町村税

に滞納がある者 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３条若しくは
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第４条に規定する指定を受けた指定暴力団等又はその構成員 

エ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）に基づ

く処分の対象となっている団体又は構成員 

オ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又はその団体に属している者 

カ さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３年さいたま市制定）又はさいた

ま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札

参加停止の措置を受けている者又はさいたま市から不利益処分を受けている者 

４ 業者登録の方法 

業者登録を希望する事業者は、申請書にさいたま市自動販売機設置業者登録名簿制度実施要領（以

下「実施要領」という。）に定める必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

⑴ 受付期間 

令和４年８月３日（水）から令和４年９月２日（金）まで（持参の場合は、さいたま市の休日

を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」

という。）を除く午前９時から午後５時までとし、郵送の場合は、受付期間内必着とする。） 

⑵ 受付場所 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部資産経営課 

⑶ 提出方法 

持参又は郵送 

５ 実施要領の交付 

⑴ 交付場所 

ア さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/001/p082953.html 

イ ４⑵に同じ 

⑵ 交付期間 

告示日から令和４年９月２日（金）まで（５⑴イにおいては、休日を除く午前９時から午後５

時まで） 

６ 登録審査 

市長は、登録の申請があったときはこれを審査し、適格と認めたときは、登録名簿に記載し、一

般に公開する。 

７ 審査結果の通知 

審査の結果については、郵送により通知する。 

８ 登録の有効期間 

登録名簿に登載された日から２年間 

９ その他 

詳細は、実施要領による。 


